
   北斗市空家住宅等除却費補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、生活環境の保全を図り、安全安心のまちづくりに寄与することを目

的として、市内において特定空家等を除却する者に対し予算の範囲内で交付する補助金

に関し、北斗市補助金等交付規則（平成１８年北斗市規則第４０号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）第２条第１項に規定する空家等で、概ね１年以上居住その他の使用

実績がないものをいう。 

 (2) 特定空家等 法第２条第２項に規定する空家等をいう。 

 (3) 補助事業 補助金の交付対象となる事業をいう。 

 (4) 補助対象空家等 補助事業の対象となる特定空家等（法第１４条第２項に規定する

勧告を受けたものを除く。）をいう。 

 (5) 所有者等 補助対象空家等の所有者（個人に限る。）又は相続権を有する者その他

市長が認める者をいう。 

 (6) 暴力団 北斗市暴力団排除条例（平成２５年北斗市条例第１号。以下「暴排条例」

という。）第２条第１項に規定する暴力団をいう。 

 (7) 暴力団員 暴排条例第２条第２項に規定する暴力団員をいう。 

 (8) 解体事業者等 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第一に掲げる土木工事

業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けている者又

は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２

１条に基づく登録を受けている者であって、市内に本店、支店若しくは営業所を置く

事業者又は市内に住所を有する個人の事業者をいう。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、暴力団員ではない所有者等又は暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有する者が世帯員にいない所有者等で、次のいずれかの者とする。 

 (1) 補助対象空家等の所有者（所有者が複数いる場合は全員の同意が必要） 

 (2) 補助対象空家等の相続権を有する者（相続権を有する者が複数いる場合は全員の同

意が必要） 

 (3) その他市長が第1号又は前号に掲げる者と同等と認める者 

（補助事業） 

第４条 補助事業は、補助対象空家等の全てを除却し、更地にする工事（他の公的な制度

による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないものに限る。）であって

解体事業者等に請け負わせるものとする。ただし、立木又は家財等動産の処分は補助事

業に含めないものとする。 

２ 補助事業は、第７条の規定による補助金の交付申請年度の１月末日までに完了するも

のとする。 

 



 （補助金の交付額） 

第５条 補助対象空家等の主たる用途が専用住宅又は併用住宅（延べ面積の２分の１以上

を居住の用に供している一戸建て住宅又は長屋）の補助金の額は、次の各号に掲げる額

のうちいずれか低い額とする。ただし、特定空家等となった要因が主たる建築物でない

場合の補助金の額は、次項の規定によるものとする。 

 (1) 補助事業に要する費用（消費税相当額を除く。）に３分の１を乗じて得た額（その

額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

 (2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に３分の１を乗じて得た額（

その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額） 

 (3) ３００，０００円 

２ 前項に規定する住宅以外の補助対象空家等の補助金の額は、次の各号掲げる額のうち

いずれか低い額とする。 

 (1) 補助事業に要する費用（消費税相当額を除く。）に３分の１を乗じて得た額（その

額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

 (2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に６分の１を乗じて得た額（

その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額） 

 (3) １５０，０００円 

 （事前調査） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次条の申請の

前に、空家等事前調査申出書（様式第１号）に関係書類を添えて、事前調査を申出なけ

ればならない。ただし、既に市長が申請に係る空家等を特定空家等として認定している

場合は、この限りではない。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、空家の不良度等の現地調査を行い、

補助対象空家等に該当するか否かについて判断するものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 申請者は、補助金交付申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて市長に申

請しなければならない。 

 (1) 実施計画書 

 (2) 住民票の写し 

 (3) 補助対象空家等の登記事項証明書 

 (4) 補助対象空家等の付近見取図、配置図、各階平面図及び２面以上の全景写真 

 (5) 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類 

 (6) 補助事業に要する費用の見積書の写し 

 (7) 申請者以外に所有者等が複数いる場合は全員の同意書 

 (8) 補助対象空家等に所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意書 

(9) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審

査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

 



２ 前項の審査の結果、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書

（様式第３号）により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書（

様式第４号）により、それぞれ通知するものとする。 

３ 市長は、補助金を交付すると決定した場合において、必要があると認めるときは、補

助金の交付について条件を付し、又は補助金の交付の申請に係る事項について修正を加

えて補助金の交付の決定をすることができる。 

 （補助事業の着手） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、前条第２項

の規定による通知を受けた日以降に、補助事業に係る工事の契約を締結し、着手しなけ

ればならない。 

 （申請の取下げ） 

第１０条 申請者又は交付決定者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、補助金交付

申請取下げ届（様式第５号）により、市長に届け出なければならない。この場合、交付

決定者にあっては、第８条第２項に規定する交付決定通知書を添付するものとする。 

２ 交付決定者から前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定はなかった

ものとみなす。 

 （補助金の変更申請） 

第１１条 交付決定者は、補助事業に係る工事の内容又は工事費等を変更しようとすると

きは、工事内容等変更申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しな

ければならない。ただし、当該申請において、補助金の増額はできないものとする。 

 (1) 変更内容に係る第７条に規定する書類 

 (2) その他市長が必要とする認める書類 

 （補助金の変更承認） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、

補助金の交付決定額の変更を承認する者に対しては変更承認・補助金交付決定変更通知

書（様式第７号）により、補助金の交付決定額に変更がない者に対しては変更承認通知

書（様式第８号）により、それぞれ通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、条

件を付し、又は申請に係る事項について修正を加えて通知することができる。 

 （完了報告） 

第１３条 交付決定者は、補助事業が完了した日又は市長が指定する日から３０日以内の

いずれか早い日までに、完了実績報告書（様式第９号）に次の書類を添えて市長に報告

しなければならない。 

 (1) 工事請負契約書の写し 

 (2) 工事写真（施工前、施工中及び施工後） 

 (3) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し 

 (4) 工事代金の支払いを証する書類の写し 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

 

 



 （補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類審査及び

必要に応じて完了検査等を行い、当該報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交

付額確定通知書（様式第１０号）により、速やかに交付決定者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件

に適合しないと認めるときは、必要な是正措置を命じ、是正の措置がなされたことを確

認した後、前項に規定する補助金の額の確定及び通知をするものとする。 

 （補助金の請求） 

第１５条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書（様

式第１１号）により補助金の交付を請求するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく

市長の措置に違反したとき。 

 (3) 虚偽その他不正な手段等により補助金の交付決定を受けたとき。 

 (4) 交付決定者又はその世帯員が、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者であるこ

とが判明したとき。 

 (5) その他市長が特に必要と認める事由が生じたとき。 

 （補助金の返還） 

第１７条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする

。 

２ 市長は、前条の規定よる補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、補助

金交付決定取消し通知書・補助金返還命令書（様式第１２号）により、速やかに交付決

定者に通知するものとする。 

 （理由の提示） 

第１８条 市長は、第１４条第２項による命令又は第１６条の規定により補助金の交付の

決定の取消しをするときは、交付決定者に対してその理由を示すものとする。 

 （その他） 

第１９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則    

（施行期日) 

この訓令は、令和 5年 4 月 1 日から施行する。 

 


